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9 ．4．1 土砂 による水の濁 りに係る環境影響評価の結果の概要
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り

遊物質量 （SS）は、年平均値 では2．6～3．2mg／Lの範 囲にあ り

4度度 の轟川 の調査結果は、SS濃度が5．9～274．0皿g／Lで あっ
降雨時 の降水 量 ・流量 ・SS濃度の推移
SS濃度 が最 大を示す時間及びその濃度は、上流部 のSt．Bで
Iける降雨時の最大SS濃度は、下流 に行 くほど降雨の ピー ク

巨水地点付 近の最多流量は、平常時 0．198m3／s、降雨時 2．39

業実施 区域周辺の某栄里ダムでの降水丑 は、年 間2，183m皿、

S）
い地 点は、処理水排水地点 よ り上流部で夏季に440kg／m3、

」 とされてい るランクⅢ程 度の値を示 してい る。なお、工事

、河川 A 類型 の環境 基準値25血g／L以下を満 足す る。

た。調査時期 におけ る最大溝度 は、平成14年9月6 日の 日雨量は39mmの時、処理水排水地点 よ り上流部 （St．

降雨開始後 5 時間後 に2 ，520mg／L を示 し、2 時間遅れ で濁水処理水 の排水地点で あるSt．E で27血 g／L、さらに

よ り遅れて出現 してい る。

6m3／sであった。

最多 日雨丑 は222mm が観測 され ている。

秋季 に3即kg／皿3、轟川河 口近傍 では、夏季 に140kg／m3、秋 季に120kg／m3であるが、調査全地点 を見れば 「河
中に濁水処理水 が排水 され る近傍 では、夏季 が220kgん3、秋季 が140kg／山3とな ってい る。

B）で2 ，520mg／Lを示 した。

2 時 間後 に最下流のSt．

床表面に うっす ら赤土の

抗で65．6mg／L となった。
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○平 常時
降雨後 、轟川 のSS濃度が平常 時 と同 じ塩 度に戻 った

時に処理水 を掛 Ilに排水 した場合 では、河川溝度は13．1

mg／L と予測 され た。
○降雨時

降雨 時にお ける河川のSS濃 度が高い 時期 に排水 した
場合では、264．0～2，507．7mg／L と予測 された。

降雨 時にお ける機 械処理水 の混合後 の河 川のSS濃度
は、混合 時 にお ける河川流丑及 び河川SS濃度に よ り異
な るが、希釈 され る効果 がみ られた。

◎環 境影響 の回避 ・低減 の検 討
事業実施区域 の轟川流域 では、機械 処理 した処理 水が轟川 に排水 され る場 合は、以下 の とお りで あ

る。
①平常時 ：降雨終 了後 に轟川 が平常流 量に戻った時点で機械処理設備を稼働 させ る。稼働 日数は、

最大 で約 10 日間を想定。
②降雨時 ：降雨 が継 続 し、南側仮設調 整池の貯留能力 を超 える■おそれのあ る場合は連続稼 働。

工事 に当た って は、機械 処理設備の稼働 を上記 の基準で運用す るこ とか ら、機械 処理設備 か らの排
水 のS S 濃度は、赤 土等流出防止条例 （平成 6 年10月、条例第36号）の排出基準 （200mg／L以下） を大
幅 に下回 り、 かつ、生活環 境の保全に関す る環境 基準 （河川 の水 産 1 級） の S S 濃度25mg／L以下 と同
程度で あるこ とか ら、環境 影響は、事業者 によ り実行可能な範 囲内でできる限 り回避 され 、又は低減
されてお り、環境 の保 全についての配慮 が適正 にな されてい る と評価 した。

◎国又 は地方公共 団体 によ る環境保全の基準又は 目榛 との整合性 に係 る評価
環境保全 の基準又 は 目標は、赤土等流 出防止条例 （平成 6 年 10月、条例 第36号）で ある 「浮遊物 質

量200mg／L以下で排 出 しなければな らない 。」 とした。
さ らに、事 業実施 区域の機械処理設備か ら処理水 が排水 される轟川において は、環境 基準 の類型 指

定 はな され ていな いが、 当該 区域の環境 を可能な 限 り保全す るた め、河川の生活環境 の保全 に関す る
環境基準 でのA 類 型の S S 濃度 （25mg／L以下） につ いても環境保 全の基準又は 目標 とした。

本事業 において は、平常時及び降雨時 ともに、濁水 を機械 処理設備にて S S 濃度 を25皿g／L以下にま
で低減 させ た後 、轟川に排水す ることか ら、環境保全 の基準又は 目標 （「沖縄県赤土等流 出防止条例」
の施策） との整 合 は図 られ ているもの と評価 した。

さ らに、降雨終 了後に轟川 が平常流量 に戻 った時点 において、機械処理水 を排水 した場合 に、河川

の S S 濃度は13．1mg／L になる と想定 してお り、機 械処理水の排水時 にお いても河川 のA 類型 の環境基
準 備 （25mg／L以 下） を満 足 しているこ とか ら、環 境保全の基準又 は 目標 との整 合は図 られ ている もの
と評価 した。

事業 の計 画検討に当
た り講 じた環境保全配
慮 を予測 の前提 として
検討 した結果、環境影
響 の程 度は極 めて小 さ
い と判 断 され るこ とか
ら、環 境保全措置 を講
ずる必 要は ない もの と
判 断 した。

環境保全措置 を誅 じ
ない こ とか ら事 後調 査

の必要 はない と判 断 し
た。


